
内
閣
衆
質
一
五
六
第
九
九
号

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
医
薬
品
の
副
作
用
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

九

九

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
医
薬
品
の
副
作
用
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
成
一
三
年
度
に
政
府
に
報
告
さ
れ
た
医
薬
品
に
関
す
る
副
作
用
報
告
」
及
び
「
平
成
一
三
年
度
副
作
用
等

報
告
」
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
五
年
六
月
六
日
内
閣
衆
質
一
五
六
第
五
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
平
成
十
三
年
度
副
作
用
等
報
告
」
を
指
す
と
考
え
る
が
、
前
回
答
弁
書
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た

「
副
作
用
等
報
告
」
（
以
下
「
副
作
用
等
報
告
」
と
い
う
。
）
は
、
医
薬
品
の
市
販
後
安
全
対
策
の
確
保
を
目
的
と
し
て
、

医
薬
品
の
製
造
業
者
等
又
は
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
が
、
広
く
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
等
を
知

っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
に
当
該
医
薬
品
の
名
称
、
副
作
用
名
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
方
法
等
に
つ
い
て
報
告
す
る
よ
う

求
め
る
も
の
で
あ
り
、
報
告
さ
れ
る
各
症
例
に
つ
い
て
、
医
師
等
が
患
者
又
は
患
者
の
遺
族
に
対
し
、
副
作
用
に
よ
り
疾
病

等
が
発
生
し
又
は
死
亡
し
た
も
の
と
疑
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
告
げ
て
い
る
か
否
か
の
報
告
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、

副
作
用
等
報
告
の
あ
っ
た
症
例
の
う
ち
、
医
師
等
が
こ
れ
を
告
げ
て
い
な
い
件
数
及
び
そ
の
理
由
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
そ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。

一
方
、
医
師
等
に
よ
る
患
者
又
は
患
者
の
遺
族
に
対
す
る
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
疾
病
等
が
発
生
し
又
は
死
亡
し
た
も

一



の
と
疑
わ
れ
る
こ
と
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
、
「
診
療
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
十

五
年
九
月
十
二
日
付
け
医
政
発
第
〇
九
一
二
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
）
で
示
し
た
「
診
療
情
報
の
提
供
等
に

関
す
る
指
針
」
に
お
い
て
、
医
師
等
は
、
原
則
と
し
て
、
診
療
中
の
患
者
に
対
し
て
、
現
在
の
症
状
等
を
丁
寧
に
説
明
す
る

と
と
も
に
、
患
者
が
死
亡
し
た
際
に
は
遅
滞
な
く
、
遺
族
に
対
し
て
、
死
亡
に
至
る
ま
で
の
診
療
経
過
、
死
亡
原
因
等
に
つ

い
て
の
診
療
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
医
師
等
は
こ
れ
に
の
っ
と
り
適
切
な
説
明
を
行
う
べ
き

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

副
作
用
等
報
告
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
の
添
付
文
書
に
お
け
る
使
用
上
の
注
意
の
改
定
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
等
の
評
価

を
、
医
薬
品
ご
と
に
症
例
の
集
積
状
況
等
を
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
個
別
の
各
症
例
に
つ
い
て
副
作
用
で
あ

る
か
否
か
の
評
価
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

副
作
用
等
報
告
の
う
ち
、
一
般
用
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
例
と
し
て
は
、
平
成
十
二
年

四
月
一
日
か
ら
本
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
平
成
十
五
年
六
月
十
日
ま
で
の
間
に
十
症
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

二



の
十
症
例
に
係
る
お
尋
ね
の
事
項
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
度
以
前
の
副
作
用
等
報
告
に
関
す
る
報

告
書
は
、
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
訓
第
二
十
一
号
）
別
表
第
二
の
「
第
四
類
（
三
年
保

存
）
」
に
該
当
し
、
既
に
そ
の
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
例
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
本
質
問
主

意
書
が
提
出
さ
れ
た
平
成
十
五
年
六
月
十
日
ま
で
の
直
近
の
百
症
例
に
係
る
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
と

お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
お
尋
ね
の
事
項
の
う
ち
、
「
死
亡
年
月
」
及
び
「
年
齢
」
に
つ
い
て
は
、
「
性
別
」
、
「
原
疾
患
」
、

「
症
状
」
及
び
「
被
疑
薬
」
と
併
せ
て
お
答
え
し
た
場
合
に
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る

お
そ
れ
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
死
亡
年
月
」
に
つ
い
て
は
答
弁
を
差
し
控
え
る
と
と
も
に
、
「
年
齢
」
に
つ
い
て
は
概
数

を
回
答
し
た
。
ま
た
、
「
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
と
遺
族
に
告
知
し
た
か
否
か
」
及
び
「
告
知
し
て
い
な
け

れ
ば
そ
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
把
握
し
て
い
な
い
。

三



四
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